
所定疾患施設療養費　集計表
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肺炎 ：肺の間質（肺胞を支える組織）に炎症が生じる疾患の総称です。様々な原因が考えられますが、自己免疫疾患、薬剤・放射線、細菌・ウイルス感染などが一般的な原因として挙げられます。

　血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の筋肉注射、水分補給（経口、点滴）喀痰吸引等診断結果を基に適宜必要な治療を行っています。

尿路感染症 ： 尿路に細菌が住み着き、増殖して炎症をおこしたものを尿路感染症といい、感染症の場所によって膀胱炎と腎盂腎炎に分類されます。

　血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の点滴注射、水分補給（経口、点滴）等診断結果を基に適宜必要な治療を行っています。

蜂窩織炎 ：皮膚の傷などから細菌が侵入し、皮膚とその下にある脂肪組織などに炎症を引き起こす病気です。

　　血液検査、臨床所見等診断結果を基に適宜必要な治療を行っています。

帯状疱疹 ：水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。

　抗ウィルス剤の点滴注射、抗ウィルス軟膏、皮膚清潔など診断結果を基に適宜必要な治療を行っています。


